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農場における産業動物の適切な殺処分について 

家畜衛生だより                  令和 8年 3月 10日発行 

ステップアップ 畜産！ 

                西部農業事務所家畜保健衛生課（西部家畜保健衛生所） 

〒370-0074 高崎市下小鳥町 233       

TEL 027-362-2261、FAX 027-362-2260  

 

～記事～ 

★県内養豚場で豚熱発生（国内１０１例目、県内１５例目）！ 

管内野生イノシシ豚熱感染確認増加中！ 

★韓国で口蹄疫（FMD）、アフリカ豚熱（ASF）が多発しています！ 

★令和 8年定期報告書の提出のお願い 

★検査手数料等の支払方法が変わります 

★堆肥の販売には届出が必要です 

 
★県内養豚場で豚熱発生（国内１０１例目、県内１５例目）！ 
管内野生イノシシにおける豚熱感染確認増加中！ 

 令和８年２月２６日に前橋市内の養豚場にて国内１０１例目、県内１５例目となる

豚熱患畜が確認されました。発生原因については、現在調査中ですがこの地域は養豚

場密集地であり、野生イノシシでの感染が多数確認されている地域でもあります。 

 西部管内でも、昨年 12 月から野生イノシシでの感染確認が増加しており、確認場

所は、富岡市、高崎市(旧榛名町、箕郷町)と拡大しつつあります。県内での感染率は

２～11％となっており確実に豚熱ウイルスは環境中に存在しています。 

 

令和８年１月７日に開催された第２４回豚熱疫学調査チーム検討会では、昨年１０

月の発生農場（県内１４例目、県内 3 例目と同一農場）の発生要因として以下の点に

ついて言及されています。 
 
 

 

 

・適期適切なワクチン接種の推奨 

 

・農場周囲の野生イノシシ由来のウイルス株と近縁 

 

・前経営体での発生時由来のウイルス株とは大きく異なる 

 

・母豚へのウイルス暴露が考えられる抗体価の確認 

 

・農場周囲への経口ワクチン散布の検討 

 

 

 

 

第２４回豚熱疫学調査チーム検討会を踏まえた提言 

 

何らかの要因で 

イノシシ由来の 

ウイルスが侵入

(人、動物、モノ) 

 

過去のウイルス

が残存していた

わけではない 

 

母豚は発症しないが、

移行抗体が切れた離乳

豚で発症 母豚移動時も注意！ 
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昨年１０月の発生農場では感染時期は推定が難しいものの、感染イノシシが周囲に

多数確認されていることが要因の一つとされています。 

西部管内でも感染イノシシが増加しており、ウイルスは常に感染の機会をうかがっ

ています。また、冬から春にかけては野生イノシシの繁殖シーズンと重なり感染拡大

が懸念される状況です。 

  

 野生イノシシの感染予防対策として経口ワクチン散布は継続して実施しています

が、野生イノシシへの豚熱感染をコントロールすることは、非常に困難な状況で

す。また、野生イノシシが確認されている農場周囲へのワクチン散布はイノシシ侵

入防止対策が徹底されていることを前提として検討されるため、引き続き、日頃の

農場点検（防護柵の点検、餌こぼし防止、畜舎壁の破損）ならびに豚舎や農場周辺

の定期的な石灰消毒の徹底をお願いいたします。 
 

＜管内地域別野生イノシシ感染数(R7.4.1～R8.２.26)＞ 

地域 高崎 富岡 安中 藤岡 甘楽 下仁田 神流 南牧 上野 

陽性数 

(検査数) 

3 

(95) 

３ 

(17) 

0 

(155) 

0 

(1) 

０ 

(27) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(11) 

0 

(１) 

 

＜県内地域別野生イノシシ感染数(R7.4.1～R8.２.26)＞ 

地域 西部 中部 東部 吾妻 利根沼田 

陽性数 

(検査数) 

6 

(307) 

20 

(199) 

5 

(259) 

48 

(417) 

7 

(84) 

 

 
 
 
 
 豚熱については全頭殺処分から選択的殺処分への方針転換が国から示されています

が、現在はまだ詳細について検討中であり、法改正等には至っていません。そのため、

今回の県内１５例目の発生農場については全頭殺処分(３月１日殺処分終了)すること

となりました。家畜伝染病予防法改正について詳細が決まりましたら、お知らせいた

します。 

 
 
★韓国で口蹄疫（FMD）・アフリカ豚熱（ASF）が多発しています！ 
今年に入り、韓国では FMD、ASF の発生が相次いでいます。ASF は農場での

発生がすでに 20 例確認されており、令和 7 年の 1 年間の発生を大きく上回っ

ています。また、FMD についても 1 月 30 日に 9 カ月ぶりに発生を確認、以降

2月２0日に 2例目、２８日に３例目と連続して確認されています。 

人や物の動きが活発になる旧正月(春節)の時期の発生のため、今後も感染拡大

が懸念されます。引き続き、従業員や関係者への発生国への渡航自粛、肉製品の

持ち込み、国際郵便での持ち込み等の禁止の周知徹底をお願いいたします。 

 

 

補足 
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R8年 

20例 

(1-2月

時点) 

R7年 

6例 

（ASF） 

症状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、急性では発熱、死亡率は１００％に近いと

される。出血傾向もあるため、粘血便、皮下出血、チアノーゼ等を呈す。 

ウイルス粒子は大きく、感染拡大速度は遅いが燻製肉や塩漬けなどの加工肉製品の

中でも１年近く感染力があるとされる。 

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 

アフリカ豚熱（ASF）の豚における特徴的な病変 

農水省HP 
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豚のウイルス排出量は多く、空気伝播するため短時間かつ広範囲に感染する 

蹄部に水泡ができるため疼痛により跛行 

その他、乳

頭・乳房にも

水疱、びら

ん、痂疲を形

成する 

（FMD） 

口蹄疫（FMD）の豚における特徴的な病変 

農水省HP 

農水省HP 
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★令和 8 年定期報告書の提出のお願い 
 家畜伝染病の発生予防やまん延防止対策を図るため、家畜を飼養する全ての所有

者は毎年２月１日時点の家畜の飼養状況を知事に報告することが義務付けられてい

ます。 

提出期限は令和 8年２月２7 日でしたが、未提出の方は提出をお願いします。 

また、報告内容の確認等を随時行っていますので、ご協力お願いします。 

 

 

★検査手数料等の支払方法が変わります 
現在、検査手数料等の支払いに利用されている群馬県収入証紙は、令和９年９月末

で販売が終了し、令和 10 年 3 月末で使用ができなくなります。 

家畜保健衛生所の検査手数料等は、種類によって現金による支払ができないものも

あるため、群馬県収入証紙の廃止に伴い、モバイル端末によるキャッシュレス決済等

の導入が検討されています。 

今後、支払方法が決定しましたらお知らせしますので、クレジットカードや電子マ

ネー等のキャッシュレス決済への対応をお願いします。 

 
 

 

★堆肥の販売には届出が必要です 
これから暖かくなり、耕作の準備が始まると、堆肥の需要が増加します。生産した

堆肥を他者に販売する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、「特殊肥

料生産業者届出書」（第 22 条）及び「肥料販売業務開始届出書」（第 23条）を県知

事に届け出る必要があります。詳しくは群馬県農政課ホームページの「特殊肥料の生

産について」及び「肥料の販売について」をご覧ください。  

また、堆肥を散布する際は、強風の日は避け、風向きにも注意していただくととも

に、散布後は速やかに耕耘をお願いします。 
 
 

 

 
 

 

 
 西部家畜保健衛生所 〒370-0074 高崎市下小鳥町２３３ 

TEL 027-362-2261(緊急時 24時間対応) FAX 027-362-2260 

 ★ 畜産業を廃業された方に送付された場合は、お手数ですがご連絡ください。 
 


